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 平成 25 年版高齢社会白書（内閣府・平成 24 年 10 月１日）によると、日本の人口１億

2,752 万人の内、高齢者人口は過去最高の 3,079 万人（前年 2,975 万人）で、総人口に占

める割合は 24.1％（前年 23.3％）となり、超高齢社会（※）となっています。 

 前年（2,975 万人、23.3％）との比較では、104 万人（0.8 ポイント増）となり、人口・

割合共に過去最高となりました。 

 65 歳以上の人口は今後も増加傾向が続き，いわゆる「団塊の世代」（昭和 22（1947）～

24（1949）年に生まれた人）が 65 歳以上となる平成 27（2015）年には 3,395 万人となり、

平成 54（2042）年に 3,878 万人でピークを迎え、その後は減少するものの、高齢化率は上

昇すると予想されており、これに伴い要支援・要介護認定社数も増加しています。 

（※）人口比率 7％以上が高齢化社会、14％以上が高齢社会、21％以上を超高齢社会という。 

 

■要支援者・要介護者認定者数（平成 22 年 総務省統計局資料より） 

（単位：千人） 

区分 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 計 

65 歳～75 歳未満 87 97 108 120 91 73 68 643

75 歳以上 504 533 717 696 597 534 471 4,053

総数 591 631 825 816 688 607 538 4,696

 

 高齢化にともない、在宅で医療を受ける患者は増加します。訪問歯科診療のニーズも高

まっていくことは必至です。また、「口腔機能を通じて健康な生活を守る」ことが歯科医療

に携わる者が果たすべき役割です。訪問歯科診療の根底には、咀嚼、嚥下・発音等を守る

ことを通して、在宅高齢者の生活を支えていくという歯科医院の使命があるのです。 

 

 

 

 介護施設に入所した場合、歯磨きも介護の範囲内になります。身体や精神的な能力が低

下すると、口腔機能も落ちてきます。そして、要介護のお年寄りには、摂食嚥下障害が多

くみられます。この状況を放置しておくと、誤嚥性肺炎を引き起こすことにもなりかねま

増加する要支援者・要介護者と高まる在宅ニーズ 

１│増加する要支援者・要介護者数     

２│要介護者に対する歯科治療の実態     
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せん。これは、高齢者の死亡原因でも上位にあがる恐ろしい病気です。 

 

 

 

 

■要介護者とその介護者 500 名に聞き取り調査 

質問内容 回答率 

かかりつけ歯科医院が 
ある 61.4

ない 38.6

訪問歯科診療制度 

利用したことがある 7.0

制度は知っているが医院を知らない 32.4

まったく知らない 59.2

介護サービスでの 

口腔ケア指導 

利用したことがある 1.2

あることは知っている 18．8

まったく知らない 79.8

介護支援専門員による 

口腔ケア提案状況 

提案がありサービスを受け入れた 5.0

提案はあったが断った 11．6

まったくなかったので相談した 0.4

まったくなかった 820

 

 訪問歯科診療を利用したことがある人は７％で、約 60％の人が存在さえ知らないという

結果が出ています。口の機能障害が原因で高齢者の普段の生活に制限が出ているのであれ

ば、障害を治療し、はつらつとした生活を送れるようにしてあげることが大切です。また、

咀嚼障害を持っていたとしても、代わりになるような手法を提案し食生活の環境整備をし

てあげることで、障害と共存し、満足する生活を送ってもらうことが可能になります。 

 「口腔機能を通じて生活復帰や生活機能の維持・向上を目指す」ことが重要です。 

 

 

 

（１）在宅医療・歯科診療の充実 

 厚生労働省は、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケ

アの実現を目指しています。この実現により、重度な要介護状態となっても、住み慣れた

地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるとしています。 

 そのためには在宅医療の充実がポイントとなります。在宅療養支援病院、在宅療養支援

診療所、在宅療養支援歯科診療所と他の医療機関が連携をしながら、在宅医療、在宅歯科

診療の機能強化を目指しています。 

３│在宅歯科診療の充実     

４人に３人は歯科治療が必要 ４人に１人しか受診できていない
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（２）診療報酬における評価 

 厚生労働省は、在宅歯科診療をより一層推進する立場に立ち、居宅に対する歯科訪問診

療を強化しています。 

 前回、平成 24 年度改定においては下記の項目が重要課題として議論され、方向性が示さ

れました。 

 

■平成 24 年改定における論点と今後の検討事項 

【論点】 

●昭和 63 年度改定以降、「歯科訪問診療料」に関しては、改定の都度、頻繁に評価体系

や点数を見直してきたところ。なお、平成 22 年度改定で「歯科訪問診療料」を訪問歯

科診療を行う「時間」と「人数」の分かりやすい体系に整理。 

●施設で訪問歯科診療を行う歯科医療機関は増加しているが、居宅で訪問歯科診療を行

う歯科医療機関は減少している。 

●平成 20 年度改定で創設された「在宅療養支援歯科診療所」数はあまり伸びていない。

●平成 23 年度検証調査で、 

（１）同一建物居住者に対する「歯科訪問診療料２」は著しく増加。 

（２）訪問歯科診療を行う際の同行者は「歯科衛生士１人」が最も多い。 

（３）訪問歯科診療を行う際の課題で「診療報酬の評価が低い」などと回答した者が比

較的多い。 

 

【今後の検討事項】 

●「歯科訪問診療料」の評価体系を見直すべきか。また対象者の要件についてどのよう

に考えるか。 

●一度に複数の患者に対して行う訪問歯科診療の評価についてどのように考えるか。 

●在宅歯科医療における医療機関・介護の連携に関する評価についてどのように考えるか。

●「在宅療養支援歯科診療所」の評価についてどのように考えるか。 

●訪問歯科診療を行う際の歯科衛生士の補助に関する評価が考えられるか。 

『中医協 総‐5 23.11.30 歯科診療報酬について』 

 

 これらの方向性を受けて、歯科訪問診療料の評価、在宅患者等急性歯科疾患対応加算、

歯科衛生士の歯科訪問診療の補助に関する評価、在宅療養支援歯科診療所の評価について、

見直し及び新設がされました。 

 これらの在宅歯科診療に関する評価については、引き上げが続いており、今後もその傾

向は続くと思われます。 
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■平成 24 年改定における評価の見直し 

①歯科訪問診療料の対象者の表現の見直し 

歯科訪問診療の対象者：「常時寝たきりの状態」の表現が算定要件より削除 

 

②歯科訪問診療料の評価の見直し 

歯科訪問診療の評価：歯科訪問診療料１の評価を引き上げる 

         ：歯科訪問診療時に患者容体の急変により、やむを得ず 20 分を 

満たさなかった場合の取り扱いを評価 

③在宅患者等急性歯科疾患対応加算の見直し 

 歯科訪問診療に必要な器具を携行した場合の評価： 

 一人の患者に対して「１回目」と「２回目以降」で異なる評価を、同一建物居住者の

有無により適切に評価 

※同一建物居住者に対して、一度に多数の患者に歯科訪問診療を行う場合に適正化。 

 

④歯科訪問診療補助加算の新設（歯科衛生士の歯科訪問診療の補助に関する評価） 

在宅療養支援歯科診療所に属する歯科衛生士が歯科訪問診療に際して診療の補助を行っ

た場合に評価を行う。 

＊在宅療養支援の歯科医師と同診療所の歯科衛生士が、必要があって歯科訪問診療の補

助を行うために同行し、補助を行った場合は、歯科訪問診療補助加算が算定できる。

 

※在宅療養支援歯科診療所 

口腔機能の総合的な管理を行うことにより、後期高齢者の在宅療養を支える機能を有した歯科診療

所。 

 

※在宅療養支援歯科診療所を標榜するための要件 

診療所に勤務する歯科医師は、歯科医師会や関連学会などが主催する「所定の研修」を受講。 
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（１）在宅サービスを提供している歯科医院 

 厚生労働省が、実施している医療施設調査によりますと、在宅医療サービスを実施して

いる歯科診療所は、全体の 20％となっています。 

 また、居宅に対する訪問診療は、１ヶ月 8.4 件、施設に対する訪問診療は、１ヶ月 26.2

件と、施設に対する訪問診療の方が多い件数となっています。 

 

■在宅医療サービスの実施状況 

                               平成 23（2011）年９月中 

  
施設数 

施設数に 
対する割合
（％） 

 
実施件数 

実施１施設
当たり 
実施件数 

歯科診療所 [68,156]

 67,183 100.0

 

… …

在宅医療サービスを実施している 

 01 訪問診療（居宅） 

 02 訪問診療（施設） 

 03 訪問歯科衛生指導 

 04 居宅療養管理指導（歯科医師による） 

 05 居宅療養管理（歯科衛生士等による） 

 06 介護予防居宅療養管理指導（歯科医師による） 

 07 介護予防居宅療養管理指導（歯科衛生士等による）

 08 その他の在宅医療サービス 

13,830

9,286

8,677

4,312

4,017

2,788

1,081

846

111

20.6

13.8

12.9

6.4

6.0

4.1

1.6

1.3

0.2

… 

78,078 

227,497 

206,976 

92,132 

139,815 

7,741 

7,705 

1,028 

…

8.4

26.2

48.0

22.9

50.1

7.2

9.1

9.3

 

（２）訪問歯科診療の所要時間 

 訪問歯科診療の１回当りの平均の診療人数の分布は、自宅では、１人以上および２人未

満が 90.0％、自宅以外では、同 39.3％、２人以上および３人未満が 11.1％、自宅以外で

は、６人未満までの割合の合計で 70％を占めています。 

 平成 21 年医療課調査の結果では、下位 25％を除く、訪問歯科診療における患者一人当

たりの所要時間は全体で 25 分以上となっています。 

 内訳としては、「自宅」が 30 分以上と最も長く時間を要し、「居宅系施設」が 25 分以上

で「介護関連施設」と「その他」が 20 分以上となっています。 

訪問歯科診療の実態と取組みポイント 

１│訪問歯科診療の実態     
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 訪問歯科診療を行うためには、院内の体制づくりからツールの整備、診療に必要な書類、

医療器具、スタッフ育成等の準備をすることが必要です。訪問歯科診療で忘れがちになる

のが、患者の周りにいる家族や友人知人、施設であれば、ケアマネージャーや介護福祉士

等の存在です。訪問先での治療や接遇の結果、評判が上がり口コミ効果などで患者が増加

することもあります。 

 訪問歯科診療は、始める前の入念な準備をすることが重要なポイントです。 

 

（１）訪問歯科診療の案内資料の作成 

 患者に訪問歯科診療を知って頂くことが重要で、その為の案内資料を作成します。初め

て訪問歯科診療を検討した患者さんは、次のように考えます。 

 

■患者の考え 

●診療所以外の場所で、どの程度の治療が受診できるのか？ 

●高額な料金を請求されるのではないか？ 

●介護保険・医療保険は適用になるのか？ 

 

■案内資料のポイント 

●訪問歯科診療の目的 

●対象となる患者さんとその家族 

●訪問歯科で行う事が可能な治療内容 

●必要となる手続きについて 

●具体的な料金について 

●介護保険・医療保険について 

 

（２）歯科医院、歯科医師、歯科衛生士の紹介資料の作成 

 患者は、少ない選択肢の中から歯科医院を選ばなければなりません。また、嫌であって

も簡単に医院を変えることはできません。 

 訪問歯科診療の場合、本人ではなく、その家族が歯科医院を決定していることが多く、

自分のこと以上に慎重に検討することとなります。 

 患者に選択して頂く為に、歯科医師としての経歴や思いをつづった資料の提供もポイン

トとなります。訪問歯科診療においては、医院の診療方針、治療にあたる歯科医師の考え

がより重要となります。 

２│訪問歯科診療の準備     
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（１）関係書類 

 訪問歯科診療時には、在宅療養患者さん及び患家に関する情報の把握が必要です。また、

他の医療機関との連携の為の書類、診療報酬請求の為の資料等を準備します。 

 

■関係書類等や状況把握項目 

●カルテ             ●処方箋 

●領収書             ●在宅支援連絡ノート 

●患者の口腔内の状況把握     ●患者の基礎疾患、心身状況の把握 

●治療計画書 

●在宅医、ケアマネージャーなどの医療・介護関係者の状況把握 

 

 特に、治療計画書の作成がポイントとなります。介護をされている家族や施設のスタッ

フは、忙しく、随時立ち会ってはいられません。治療計画書により、誰でも現在の治療状

況を理解できるようにすることが重要です。 

 

■治療計画書の内容 

●担当医師名・担当歯科衛生士名 

●治療の全体計画 → 治療を行い、最終的にどのような状態にするのか 

●治療費合計の目安 → 治療終了までの概算費用 

●訪問時間、治療時間、治療内容 

●治療による痛みの有無、治療費 

●立ち会ったご家族名や施設スタッフ名 

●治療内容や治療費に変更があればその変更点とその理由 

 

■基本となる４種類の対外フォーム（制度によって提出が義務化） 

①管理指導計画書（歯科衛生士等居宅療養管理指導） 

②歯科診療情報提供書（歯科医師による居宅療養管理指導） 

③歯科疾患在宅療養管理料に係る管理計画書 

④歯科疾患管理料に係る管理計画書 

３│治療計画書と医療器具     
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（２）訪問歯科診療時の医療器具 

 訪問歯科診療を実施する際に必要な医療機器は、下記のとおりです。 

 

■訪問歯科診療用の医療機器 

●パルスオキシメータ 

●血圧計 

●脱脂綿、アルコール・ワッテ 

●吸引器 

●ライト 

●携帯型デンタルユニット 

●ポータブルエンジン 

●光ＣＲ重合器 

●聴診器 

●ミラー 

●スケーラー 

●エクスプローラ（プローブ） 

●エクスカベーター 

●マスク、グローブ、白衣    など 

 

 

 

 高齢者は、薬に対する理解力の低下、服薬への不安や嚥下障害、服薬能力の低下により、

指示通どおりに薬物を服用することをしなくなる傾向があります。患者への薬剤管理や服

薬指導をするために、事前に十分な知識を習得する必要があります。 

 

（１）服薬への意識低下 

服用方法の誤解 

●食事していない、水分摂取の制限がある等の理由から服薬しない

●何のための薬かわからなくなる 

●抜歯後の抗菌剤に対し、「痛くないから飲まなかった」 

服用を忘れる 
●飲み忘れや、通所介護施設への外出時に忘れる 

●複数の薬の投薬スケジュールが判らなくなる 

※投薬理由と効果をわかりやすい言葉で、粘り強く何度も説明することが重要。 

 

（２）義歯装着者に対する服薬指導ポイント 

●義歯の粘膜面に顆粒剤が残留 

●研磨面にカプセル剤が付着 

●口腔機能が低下した義歯装着者に、義歯を外して飲む指導 

 

（３）嚥下障害患者に対する服薬指導ポイント 

●嚥下障害の場合、薬を飲むこと自体が困難 

●粘性の低い液剤の誤嚥 

●顆粒剤や散剤でむせる 

●錠剤やカプセル剤が口腔粘膜や咽頭粘膜に付着して服用できない 

４│服薬指導と薬剤管理     
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（１）既存患者への認知活動 

 訪問歯科診療の患者は、一般の歯科のように待っていても来院するわけではありません。

まずは、訪問歯科診療を始めたことを、知って頂くことが必要です。通院中の患者さんに

対しては院内にお知らせを掲示し、また潜在的患者に対してはホームページでのお知らせ、

お医者さんガイドのような雑誌へ掲載して、徐々に認知度を高めていきます。 

 

●院内掲示 ●ホームページへの掲載 ●雑誌への掲載 

 

（２）介護施設等への認知活動 

 ターゲットとなるのは、近隣にある介護施設等です。介護施設にいるケアマネージャー

から紹介を頂き、増患につなげるのが成功のパターンですが、ケアマネージャー側にすれ

ば、よく知らない相手に簡単に患者さんを紹介するようなことは決してありません。 

 既存の患者さんに、担当のケアマネージャーを紹介して頂き、アポイントを取り、紹介

を依頼していく方法が、地道ですが最も効率が良いでしょう。 

 介護施設といっても、さまざまな施設があります。サービスで分類すると、入所系、通

所系、訪問系です。それぞれの特徴を学び、それにあった方法を構築していくことが必要

です。 

 

■介護施設等の種類 

●施設介護：特別養護唐人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型病床 

●通所介護：デイサービス（特養、養護老人ホーム、老人福祉センター他） 

●通所リハビリテーション：デイケア（老健、病院、診療所他） 

●短期入所生活（療養）介護：ショートステイ（老健、介護療養医療施設他） 

●特定施設入居者生活介護：指定有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

サービス付き高齢者向け住宅等 

●認知症対応型共同生活介護：認知症高齢者グループホーム など 

訪問歯科診療のマーケティング戦略 

１│訪問歯科診療の認知活動     
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 厚生労働省の医療施設調査において、訪問診療を実施している歯科医院の状況をみると、

居宅・施設ともに毎年増加しています。特に、施設に対する訪問診療件数は、大幅な伸び

となっており、居宅よりも効率的に訪問診療が提供できる施設へ積極的に展開しているこ

とがわかります。地域によっては、介護施設への訪問診療が激戦区となっているところも

あるため、訪問診療の認知活動と新規施設開設情報の入手が重要です。 

 

■訪問診療を実施している歯科医院の月間実施件数 （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 医療施設調査 毎年９月実績 

 

 

 開設情報や近隣の事業所の状況を知る方法の一つに、地域包括センターを利用する方法

があります。地域包括センターとは、2005 年の介護保険法で定められた施設で、地域全体

の保健衛生、高齢者を中心とした介護、社会福祉全般をマネジメントしている施設です。

ここで、近隣事業所のリストを入手することが出来ます。 

 

 

 

 「クレームは、ラブコール。いち早く相手先を訪問し対応する。」 

これは、どの業種であっても基本となる考え方です。しかし、訪問歯科診療の場合、クレ

ームが直接担当医師には届きません。そのため、多くの患者は、不安や不満を抱きながら、

治療を続けることになります。 

２│クレームをチャンスに変える     
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■患者がクレームを言えない理由 

●言いたいことがうまく表現できない 

●言いづらい 

●言ったらもう診てもらえないという不安がある 

 

 歯科医院側が、クレームにいち早く対応するつもりでも、なかなか難しいのが現状です。 

 ポイントは、クレームを積極的に拾う姿勢です。今までに、起きたクレームを院内で共

有し、資料化します。日々読み返し、頭に入れ、訪問時に「この患者なら、こんな不安や

不満を抱くのでは」と常に考え、患者や家族に接することが重要です。治療が終わり、最

後に「不安や疑問はありませんか？」と訊ね、「次回までに、何かあれば、治療計画書の記

入欄に書いてください」と必ず言い添えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この対策を確実に行っていても、日常は目の届かない場所でクレームが発生しているこ

とがあります。担当しているケアマネージャーは日頃から、要介護者やそのご家族の相談

に対応していることから、訪問歯科診療に関するクレームが出ることがあります。知り合

ってから日の浅い訪問歯科診療の医師やスタッフより、長くお世話になっているケアマネ

ージャーに話をすることが多いのが実情です。 

 新規の患者を治療する場合は、担当のケアマネージャーを紹介して頂き、一度ご挨拶に

伺う必要があります。その際に、歯科治療の件でクレームに近い話があれば、すぐにご連

絡を頂けるように、院長宛の封書と記入用紙、院長宛のＦＡＸ用紙等を手渡し、連絡を依

頼します。 

 

 

 

 患者がある程度増えてきたら、複数の入所者がいる介護施設のケアマネージャー向けに、

研修会を行うことも有効です。介護施設には、「口腔ケアで苦労している介護スタッフが多

くいます。口腔内をきれいにしてあげたい」という思いがあっても、どのようにすればよ

３│介護施設スタッフへの口腔ケア研修会     

不安や不満 

言い忘れ 

治療計画書の記入欄に記入 質問 
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いのかわからない、という意見が多く聞かれます。研修会の主な目的は、口腔ケアの重要

性を知って頂き、状況別の正しい口腔ケアを理解してもらうことです。 

 研修会の開催により、スタッフ全員の知識レベルを向上させ、訪問歯科診療に対する意

欲を向上させることができます。 

 介護スタッフの負担を軽減させることを考えて、口腔ケアの方法を解説します。口腔ケ

アのグッズを揃えて、その特徴や使い方を具体的にレクチャーすることが必要です。 

 

■口腔ケアグッズ 

●歯間ブラシ 

●デンタルフロス 

●舌ブラシ 

●口腔ケアブラシ 

●スポンジブラシ 他 

 

 介護スタッフの方々ができるケアと、歯科医師や歯科衛生士が必要な状態の判断基準を

詳しく説明することが重要です。介護スタッフの方々が、治療もしくは専門家による口腔

ケアが必要だと感じた時には、すぐに電話相談を頂ける関係を構築していきます。 

 介護スタッフの方々の負担を軽減することができれば、電話相談からのご紹介が増えて

きます。同じ施設内の歯科患者が増えていけば、移動の為の時間も節約する事ができ、治

療の合間に他の方の簡単な相談を受けたりすることもできます。近隣の施設との関係を強

化していくことは、訪問歯科診療に欠かせない重要なポイントです。 

 

 

 

 ホームページ等のＷＥＢコンテンツの活用も重要なポイントです。訪問歯科診療の対象

患者は高齢者で、インターネットの活用はほとんどしないと思われがちですが、実際に訪

問歯科診療を選択するのは患者さんの周りにいる方たちです。 

 家族や親族、ケアマネージャー等の方たちが、歯科医院の情報を集める方法として活用

しているのがホームページです。一度訪問診療先を決めると、なかなか入れ替えができな

いため、詳細な情報を集めようと熱心に探索します。 

歯科医院のホームページは、いかに医院や歯科医師、歯科衛生士等の情報を盛り込み、

アピールできるかが重要なカギになります。 

 

４│ＷＥＢの活用      
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